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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則 

（
道　

路　

課
）　

　

一

 
規

則

　

県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
十
四
号

　
　
　

県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
県
道
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
百
五
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

疲
労
破
壊
輪
数　

舗
装
道
に
お
い
て
、
舗
装
路
面
に
四
十
九
キ
ロ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
輪
荷
重
を
繰
り
返
し
加
え
た

場
合
に
、
舗
装
に
ひ
び
割
れ
が
生
じ
る
ま
で
に
要
す
る
回
数
で
、
舗
装
を
構
成
す
る
層
の
数
並
び
に
各
層
の
厚
さ

及
び
材
質
（
以
下
「
舗
装
構
成
」
と
い
う
。）
が
同
一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

二　

塑
性
変
形
輪
数　

舗
装
道
に
お
い
て
、舗
装
の
表
層
の
温
度
を
六
十
度
と
し
、舗
装
路
面
に
四
十
九
キ
ロ
ニ
ュ
ー

ト
ン
の
輪
荷
重
を
繰
り
返
し
加
え
た
場
合
に
、
当
該
舗
装
路
面
が
下
方
に
一
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
変
位
す
る
ま
で
に
要

す
る
回
数
で
、
舗
装
の
表
層
の
厚
さ
及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

三　

平
た
ん
性　

舗
装
道
の
車
道
（
二
以
上
の
車
線
を
有
す
る
道
路
に
あ
っ
て
は
、
各
車
線
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。）
に
お
い
て
、
車
道
の
中
心
線
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
を
結
ぶ
、
中
心
線
に
平
行
す
る
二
本
の

線
の
い
ず
れ
か
一
方
の
線
（
条
例
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
凸
部
が
設
置
さ
れ
た
路
面
上
の
区
間
に
係
る
も

の
を
除
く
。）
上
に
延
長
一
・
五
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一
箇
所
以
上
の
割
合
で
選
定
さ
れ
た
任
意
の
地
点
に
つ
い
て
、

舗
装
路
面
と
想
定
平
た
ん
舗
装
路
面
（
路
面
を
平
た
ん
と
な
る
よ
う
補
正
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
舗
装
路
面
を

い
う
。）と
の
高
低
差
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
、当
該
高
低
差
の
そ
の
平
均
値
に
対
す
る
標
準
偏
差
で
、

舗
装
の
表
層
の
厚
さ
及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

四　

浸
透
水
量　

舗
装
道
に
お
い
て
、
直
径
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
円
形
の
舗
装
路
面
の
路
面
下
に
十
五
秒
間
に

浸
透
す
る
水
の
量
で
、
舗
装
の
表
層
の
厚
さ
及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
区
間
ご
と
に
定
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

五　

舗
装
計
画
交
通
量　

舗
装
の
設
計
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
道
路
の
計
画
交
通
量
及
び
二
以
上
の
車
線
を
有
す

る
道
路
に
あ
っ
て
は
各
車
線
の
大
型
の
自
動
車
の
交
通
の
分
布
状
況
を
勘
案
し
て
定
め
る
大
型
の
自
動
車
の
一
車

線
当
た
り
の
日
交
通
量
を
い
う
。

　

（
車
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
な
い
車
道
の
部
分
）

第
三
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

交
差
点

　

二　

車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
分
離
帯
が
切
断
さ
れ
た
車
道
の
部
分

　

三　

乗
合
自
動
車
停
車
所
及
び
非
常
駐
車
帯

　

四　

付
加
追
越
車
線
、
屈
折
車
線
、
変
速
車
線
及
び
登
坂
車
線
の
す
り
つ
け
区
間

　

五　

車
線
の
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
す
る
場
合
又
は
道
路
が
接
続
す
る
場
合
に
お
け
る
す
り
つ
け
区
間

　

（
舗
装
）

第
四
条　

条
例
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２　

車
道
及
び
側
帯
の
舗
装
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
の
安
全
か
つ
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
雨
水
を
道
路
の
路

面
下
に
円
滑
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
基
準
は
、
同
項
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
八
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
疲
労
破
壊
輪
数
）

第
五
条　

疲
労
破
壊
輪
数
は
、
舗
装
計
画
交
通
量
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
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舗
装
計
画
交
通
量
（
単
位　

一
日
に
つ
き
台
）

三
、
〇
〇
〇
以
上

一
、
〇
〇
〇
以
上
三
、
〇
〇
〇
未
満

二
五
〇
以
上
一
、
〇
〇
〇
未
満

疲
労
破
壊
輪
数
（
単
位　

十
年
に
つ
き
回
）

三
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

七
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇



２　

前
項
の
疲
労
破
壊
輪
数
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
と
舗
装

構
成
が
同
一
で
あ
る
舗
装
の
供
試
体
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
供
試
体
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

実
地
に
行
う
測
定
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

当
該
舗
装
道
の
区
間
と
舗
装
構
成
が
同
一
で
あ
る
他
の
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
が
第
一
項
の
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
に
つ
い
て
も
同
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。

　

（
塑
性
変
形
輪
数
）

第
六
条　

塑
性
変
形
輪
数
は
、
道
路
の
区
分
及
び
舗
装
計
画
交
通
量
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す

る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
塑
性
変
形
輪
数
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
と
表
層

の
厚
さ
及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
舗
装
の
供
試
体
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
供
試
体
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と

を
も
っ
て
、
実
地
に
行
う
測
定
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
と
表
層
の
厚
さ
及
び
材
質
が
同
一
で
あ
る
他
の
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
が
第
一
項
の

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
舗
装
道
の
区
間
の
舗
装
に
つ
い
て
も
同
項
の
基
準
に
適
合

す
る
も
の
と
み
な
す
。

　

（
平
た
ん
性
）

第
七
条　

平
た
ん
性
は
、
二
・
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
平
た
ん
性
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
浸
透
水
量
）

第
八
条　

浸
透
水
量
は
、
道
路
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
浸
透
水
量
の
測
定
は
、
実
地
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
交
通
安
全
施
設
）

第
九
条　

条
例
第
三
十
五
条
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

駒
止
め

　

二　

道
路
標
識

　

三　

道
路
情
報
管
理
施
設
（
緊
急
連
絡
施
設
を
除
く
。）

　

四　

他
の
車
両
又
は
歩
行
者
を
確
認
す
る
た
め
の
鏡

　

（
防
雪
施
設
）

第
十
条　

条
例
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

吹
き
だ
ま
り
防
止
施
設

　

二　

な
だ
れ
防
止
施
設

　

（
道
路
標
識
の
寸
法
）

第
十
一
条　

条
例
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
道
路
標
識
の
寸
法
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
十
一
条
関
係
）

　

一　

案
内
標
識

　
 

号外第７号　平成25年３月25日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

一
〇
〇
以
上
二
五
〇
未
満

一
〇
〇
未
満

一
五
〇
、
〇
〇
〇

三
〇
、
〇
〇
〇

区　
　
　
　
　

分

第
一
種
、
第
二
種
、
第
三
種
第
二
級

及
び
第
四
種
第
一
級

そ
の
他

舗
装
計
画
交
通
量
（
単
位　

一
日

に
つ
き
台
）

三
、
〇
〇
〇
以
上

三
、
〇
〇
〇
未
満

塑
性
変
形
輪
数
（
単
位　

一
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
回
）三

、
〇
〇
〇

一
、
五
〇
〇

五
〇
〇

区　
　
　
　
　

分

第
一
種
、
第
二
種
、
第
三
種
第
二
級
及
び
第
四
種
第
一

級そ
の
他

浸
透
水
量
（
単
位　

十
五
秒
に
つ
き
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）

一
、
〇
〇
〇

三
〇
〇



 

 

（3）　 平成25年３月25日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第７号　　 

入
口
の
方
向

（
一
〇
三－

Ａ
）

方
面
及
び
車
線

（
一
〇
七－

Ａ
）

出
口
の
予
告

（
一
〇
九
）

入
口
の
方
向

（
一
〇
三－

Ｂ
）

方
面
及
び
車
線

（
一
〇
七－

Ｂ
）

方
面
及
び
出
口
の
予
告

（
一
一
〇－

Ａ
）

入
口
の
予
告

（
一
〇
四
）

方
面
及
び
方
向

（
一
〇
八
の
二－

Ｄ
）

方
面
及
び
出
口
の
予
告

（
一
一
〇－

Ｂ
）

方
面
及
び
距
離

（
一
〇
六－

Ｂ
）

方
面
及
び
方
向

（
一
〇
八
の
二－

Ｅ
）

方
面
、
車
線
及
び
出
口
の
予
告

（
一
一
一－

Ａ
）



 

 

号外第７号　平成25年３月25日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

方
面
、
車
線
及
び
出
口
の
予
告

（
一
一
一－

Ｂ
）

　

出
口

（
一
一
三－

Ｂ
）

サ
ー
ビ
ス
・
エ
リ
ア

（
一
一
六
の
二－

Ａ
）

方
面
及
び
出
口

（
一
一
二－

Ａ
）

サ
ー
ビ
ス
・
エ
リ
ア
の
予
告

（
一
一
六－

Ａ
）

方
面
及
び
出
口

（
一
一
二－

Ｂ
）

サ
ー
ビ
ス
・
エ
リ
ア

（
一
一
六
の
二－

Ｂ
）

出
口

（
一
一
三－

Ａ
）

サ
ー
ビ
ス
・
エ
リ
ア
の
予
告

（
一
一
六－

Ｂ
）

非
常
電
話

（
一
一
六
の
二
）



 

 

（5）　 平成25年３月25日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第７号　　 

 
待
避
所

（
一
一
六
の
三
）

登
坂
車
線

（
一
一
七
の
二－

Ａ
）

都
道
府
県
道
番
号

（
一
一
八
の
二－

Ｃ
）

非
常
駐
車
帯

（
一
一
六
の
四
）

登
坂
車
線

（
一
一
七
の
二－

Ｂ
）

総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路

（
一
一
八
の
三－

Ａ
）

駐
車
場

（
一
一
七－

Ａ
）

都
道
府
県
道
番
号

（
一
一
八
の
二－

Ａ
）

総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路

 
（
一
一
八
の
三－

Ｂ
）

駐
車
場

（
一
一
七－

Ｂ
）

都
道
府
県
道
番
号

（
一
一
八
の
二－

Ｂ
）

高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

（
一
一
八
の
四－

Ａ
）



　

二　

警
戒
標
識

 

 

号外第７号　平成25年３月25日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

（
一
一
八
の
四－

Ｂ
）

道
路
の
通
称
名

（
一
一
九－

Ｂ
）

高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

（
一
一
八
の
四－

Ｃ
）

道
路
の
通
称
名

（
一
一
九－

Ｃ
）

高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

（
一
一
八
の
四－

Ｄ
）

道
路
の
通
称
名

（
一
一
九－

Ｄ
）

道
路
の
通
称
名

（
一
一
九－

Ａ
）

ま
わ
り
道

（
一
二
〇－

Ａ
）

本標識板の規格



 

 

（7）　 平成25年３月25日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第７号　　 

＋
形
道
路
交
差
点
あ
り

（
二
〇
一－

Ａ
）

路
面
凹
凸
あ
り

（
二
〇
九
の
三
）

二
方
向
交
通

（
二
一
二
の
二
）

右
（
又
は
左
）
方
屈
曲
あ
り

（
二
〇
二
）

合
流
交
通
あ
り

（
二
一
〇
）

信
号
機
あ
り

（
二
〇
八
の
二
）

車
線
数
減
少

（
二
一
一
）

落
石
の
お
そ
れ
あ
り

（
二
〇
九
の
二
）

幅
員
減
少

（
二
一
二
）



　

三　

補
助
標
識

　
　

備
考

　
　
　

一　

本
標
識
板
（
本
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
寸
法

イ　

寸
法
が
図
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
図
示
の
寸
法
（
単
位
は
、
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

以
下
同
じ
。）
を
基
準
と
す
る
。

ロ　

自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
案
内
標
識
で
、
地
名
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
名
を

表
示
す
る
文
字
の
字
数
の
多
少
に
よ
り
図
示
の
横
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ　

自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
図
示
の
寸
法
の
三
倍
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

ニ　

自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
警
戒
標
識
に
つ
い
て
は
、
設
計
速
度
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上

の
自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
図
示
の
寸
法
の
二
倍
ま
で
、
設
計
速
度
が
百
キ
ロ

　

メ
ー
ト
ル
毎
時
の
自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
図
示
の
寸
法
の
二
・
五
倍
ま
で
、
そ

れ
ぞ
れ
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ホ　

自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
「
駐
車
場
」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
便
所

を
表
す
記
号
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
図
示
の
横
寸
法
を
図
示
の
寸
法
の
二
・
五
倍
ま
で
拡
大
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ　

自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
「
駐
車
場
」、「
都
道
府
県
道
番
号
（
一
一
八
の
二－

Ａ
）」、

「
総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路
（
一
一
八
の
三－

Ａ
・
Ｂ
）」、「
高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路
（
一
一
八
の

四－

Ａ
・
Ｂ
）」
及
び
「
ま
わ
り
道
（
一
二
〇－

Ａ
）」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
並
び
に
警
戒
標
識
に
つ
い

て
は
、
道
路
の
形
状
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
図
示
の
寸
法
（
ホ

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
図
示
の
横
寸
法
を
拡
大
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
拡
大
後
の
図
示
の
寸

法
）
の
一
・
三
倍
、
一
・
六
倍
又
は
二
倍
に
、
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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補助標識板の規格

注
意
事
項

（
五
一
〇
）



ト　

自
動
車
専
用
道
路
等
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
「
登
板
車
線
」、「
都
道
府
県
道
番
号
（
一
一
八
の
二－

Ｂ
・
Ｃ
）」
及
び
「
道
路
の
通
称
名
」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
形
状
又
は
交
通
の

状
況
に
よ
り
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
図
示
の
寸
法
の
一
・
五
倍
又
は
二
倍
に
、
そ
れ
ぞ

れ
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

チ　

自
動
車
専
用
道
路
等
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
「
道
路
の
通
称
名
」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て

は
、
表
示
す
る
文
字
の
字
数
に
よ
り
図
示
の
横
寸
法
（「
道
路
の
通
称
名
（
一
一
九－

Ｃ
）」
を
表
示
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
縦
寸
法
）
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

二　

本
標
識
板
に
図
示
す
る
文
字
等
の
大
き
さ
等

イ　

寸
法
が
図
示
さ
れ
て
い
る
文
字
及
び
記
号
の
大
き
さ
は
、
図
示
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

ロ　

自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
案
内
標
識
で
、「
入
口
の
方
向
」、「
入
口
の
予
告
」、「
方

面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
の
予
告
」、「
方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
」、「
著
名
地
点
（
一
一
四

－

Ｂ
）」、「
非
常
電
話
」、「
待
避
所
」、「
非
常
駐
車
帯
」、「
駐
車
場
」、「
登
板
車
線
」、「
都
道
府
県
道
番

号
」、「
総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路
」、「
高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路
（
一
一
八
の
四－

Ａ
・
Ｂ
）」、「
道

路
の
通
称
名
」
及
び
「
ま
わ
り
道
」
を
表
示
す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
道
路
の
設
計

速
度
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
（
ロ
ー
マ
字
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
二
分
の
一
の
値
）
を
基
準

と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
一
・
五
倍
、
二
倍
、
二
・
五
倍
又
は
三
倍

に
、
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ　

「
方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
の
予
告
」
及
び
「
方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
」
を
表
示
す

る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
矢
印
外
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
ロ
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
矢
印
中
の
文

字
の
大
き
さ
は
、
矢
印
外
の
文
字
の
大
き
さ
の
〇
・
六
倍
の
大
き
さ
と
す
る
。

ニ　

「
著
名
地
点
（
一
一
四
―
Ｂ
）」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

を
標
準
と
す
る
。

ホ　

「
市
町
村
」、「
都
府
県
」
並
び
に
「
方
面
、
方
向
及
び
距
離
」、「
方
面
及
び
距
離
」、「
方
面
及
び
車

線
」、「
方
面
及
び
方
向
の
予
告
」、「
方
面
及
び
方
向
」、「
方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
の
予
告
」、

「
方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
」、「
方
面
及
び
出
口
の
予
告
」、「
方
面
、
車
線
及
び
出
口
の
予
告
」、

「
方
面
及
び
出
口
」
及
び
「
著
名
地
点
」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
、
そ
れ
ぞ
れ
市
町
村
章
、
県
章
及
び

公
共
施
設
等
の
形
状
等
を
表
す
記
号
を
表
示
す
る
場
合
の
当
該
記
号
の
大
き
さ
は
、
日
本
字
の
大
き
さ
の

一
・
七
倍
以
下
の
大
き
さ
と
す
る
。

ヘ　

自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
「
方
面
及
び
方
向
」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
路
線
を
表
す
記
号
を
表

示
す
る
場
合
の
当
該
記
号
の
大
き
さ
は
、
経
由
路
線
を
表
す
記
号
に
つ
い
て
は
日
本
字
の
大
き
さ
の
一
・

六
倍
以
下
、
方
面
と
し
て
の
路
線
を
表
す
記
号
に
つ
い
て
は
日
本
字
の
大
き
さ
の
〇
・
九
倍
以
下
の
大
き

さ
と
す
る
。

ト　

自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
「
駐
車
場
」
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
便
所
を
表
す
記
号

を
表
示
す
る
場
合
の
当
該
記
号
の
大
き
さ
は
、
駐
車
場
を
表
示
す
る
記
号
の
〇
・
七
倍
以
下
の
大
き
さ
と

す
る
。

チ　

縁
、
縁
線
及
び
区
分
線
の
太
さ
は
、
次
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

　
　
　
　
　
�
　

案
内
標
識

　

縁
は
、
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る
も
の
で
、「
待
避
所
」、「
駐
車
場
」
及
び
「
ま

わ
り
道
（
一
二
〇－

Ｂ
）」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、「
都
道
府
県
道
番
号

（
一
一
八
の
二－

Ａ
）」、「
総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路
（
一
一
八
の
三－

Ａ
・
Ｂ
）」
及
び
「
高
さ
限

度
緩
和
指
定
道
路
（
一
一
八
の
四－

Ａ
・
Ｂ
）」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
十
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、

「
登
板
車
線
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、「
都
道
府
県
道
番
号
（
一
一
八
の

二－

Ｂ
・
Ｃ
）」
及
び
「
道
路
の
通
称
名
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
そ
の

他
の
も
の
に
つ
い
て
は
日
本
字
の
大
き
さ
の
二
十
分
の
一
以
上
の
太
さ
と
し
、
縁
線
及
び
区
画
線
は
、

日
本
字
の
大
き
さ
の
二
十
分
の
一
以
上
の
太
さ
と
す
る
。

　
　
　
　
　
�
　

警
戒
標
識

　
　
　
　
　
　
　

縁
及
び
縁
線
は
、
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

　
　
　

三　

補
助
標
識
板
（
補
助
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。）
の
寸
法

イ　

図
示
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

ロ　

補
助
標
識
は
、
そ
の
附
置
さ
れ
る
本
標
識
板
の
拡
大
率
又
は
縮
小
率
と
同
じ
比
率
で
拡
大
し
、
又
は
縮

小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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設
計
速
度
（
単
位　

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）

七
〇
以
上

四
〇
、
五
〇
又
は
六
〇

三
〇
以
下

文
字
の
大
き
さ
（
単
位　

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

三
〇

二
〇

一
〇


